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は じ め に 

 

 このたび、２３年２月の知事選挙で県民の皆様にお示ししたマニフェストを推進するための工

程表を作成しました。  

 私は、マニフェストにおいて、「世界と闘える愛知・名古屋」を掲げ、世界に誇れる産業力、経

済力、文化力、地域力を生かしつつ、経済、財政を豊かにすることにより、教育、医療、福祉な

どの住民サービスを充実することを県民の皆様にお約束いたしました。  

 今回作成した工程表は、そうした考え方のもとで、マニフェストに掲げた２３６項目の政策を、

愛知県としてどのように推進していくのか、その手段となる施策･取組の内容や平成２６年度まで

の４年間の手順等をお示しするものです。  

 この工程表に沿って、県庁の各部局等を挙げて、２３６項目の実現に向けて全力で取り組むと

ともに、今後の進捗状況に応じ、さらに施策・取組の充実を図ってまいりますので、県民の皆様

のご理解とご協力をお願いいたします。  
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項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

1 

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ 

◇◇◇部 

△△△部 
○＊＊＊＊＊＊ 

・□□□□□□□□□ 

・△△△△△△△△ 

 （平成 23年度） 

 

・□□□□□□ 

 

  

2 

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□ 

＊＊＊部 

 

○＊＊＊＊＊＊ 

・□□□□□□□□□ 

・△△△△△△△△ 

 

○＊＊＊＊＊＊ 

・□□□□□□□□□ 

 

○＊＊＊＊＊＊ 

・□□□□□ 

・△△△△△△△△ 

  

(1) 

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□ 

◇◇◇部 

△△△部 
○＊＊＊＊＊＊ 

・□□□□□□□□□ 

・△△△△△△△△ 

 

 

・□□□□□□ 

 

  

 

236 項目の番号をつ

けました。 施策･事業の担当部局 

“○”は各項目の政策を実現するための施策･取組

“・”はそれに係る主な事業を記載しています。 

施策を継続していく予定のものは

矢印“→”で表現しています。 

マニフェストの内容

を記載しています。 

Ⅰ □□□□□□□□□□□ 

前に出てきたものと内容が重複する項目について

は、（  ）書きで前述の番号を記載しました。 

（＊＊＊＊＊＊＊＊）

（＊＊＊＊＊＊＊＊）

（＊＊＊＊＊＊＊＊）

（1）□□□□□□□□□□□□□

目標が設定されているものについて

は、その内容を（ ）の中に記載しま

した。 

（23年度の取組は、一部知事就任後 22年度中に実施した取組を含む）
重複項目については、施策や事業の内

容についても同じ記載となります。 

“→”が続いている場合、“・”の事業は次年

度に記載がなくても継続実施を意味します。 

実施年度が限られるものは（ ）に記載して

います。 
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マニフェスト工程表 
Ⅰ 元気な経済・産業・地域づくり 

（２）地域・都市再生へ集中投資 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○企業立地優遇施策拡充の検討 

  

      ３ 

地域産業の振興、雇用の促進、

中心市街地の活性化など地域振

興に資する優良な開発を推進

し、建設需要を掘り起こし 

～ 容積率・許認可の緩和、不動

産取得税等の減免の検討 ～ 

産業労働部 

建 設 部 

○容積率緩和等を活用した市街地開発等の促

進 

 ・具体の建設計画への適用の検討 

 ・容積率緩和の制度の周知・啓発 

      

４ 

市街地縁辺集落制度の導入など

市街化近隣の調整区域の宅地開

発を緩和 

建 設 部 ○条例の制定・施行 

 「都市計画法に基づく開発行為等の許可の

基準に関する条例」 

○制度の利用促進 

○政令市、中核市、特例市、事務処理市への

周知 

 

 

 

 

  

    

○県営住宅の余剰地、空住宅の活用促進 

・余剰地の売却又は貸付 

（貸付：12住宅、売却1住宅） 

・空住戸の活用（貸付：5住宅） 

・市町村への意向調査・希望調査 

 

・余剰地の活用 

（売却又は貸付：2住宅）

 

・グループホーム・ケアホー

ムの活用普及 

・関係市町村と調整 

・国と協議 

 

・余剰地の活用 

（売却又は貸付：1住宅）

 

・国の承認を得て実施 

 

 

  

・余剰地の活用 

（売却又は貸付） 

 

 

５ 

入居率が低下した公営住宅の転

用・再活用の推進。福祉施設、

介護施設、保育所、託児所等を

積極的に整備 

健康福祉部 

建 設 部 

  

○市町村営住宅の福祉施設への活用促進 

・国の「地域介護・福祉空間整備交付金」

制度の周知 
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（５）元気な商店街と賑わいあるまちづくり 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○歩行空間のバリアフリー化の推進    34 

住民とハンディキャップのある

人が共に楽しくくらすまちのバ

リアフリーを推進 

健康福祉部 

建 設 部 

 
○人にやさしい街づくりの取組推進 

・条例に基づく指導・助言等 

・普及啓発（セミナー、出前講座の実施）

   

 

（平成27年度までに生活関連施設を結ぶ103㎞を完了）
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Ⅲ くらし・医療・健康・福祉を守ります 

（３）高齢者福祉施策の充実 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○高齢者居住安定確保計画の策定・推進 

・高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム

の供給目標・供給促進策の設定 

     

○見守りサービスや日常生活支援の充実 

・第5期高齢者健康福祉計画の策定 

 

・第5期高齢者健康福祉計画

に基づく事業の実施 

   

103 

高齢者の住まいの確保 

健康福祉部 

建 設 部 

○民間賃貸住宅への入居支援、情報提供 

・(仮)愛知県あんしん賃貸支援制度の創設

 

・登録制度の普及・啓発 

・入居希望者への登録住宅の

案内 

    

104 

高齢者用の住宅供給に総合設計

制度による容積率の緩和等を適

用 

建 設 部 ○制度の周知、活用についての普及啓発 

 ・事業者等へ国の制度改善説明会の開催 

      

○高齢者居住安定確保計画の策定・推進 

・高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホーム

の供給目標・供給促進策の設定 

 

 

   

○見守りサービスや日常生活支援の充実 

・第5期高齢者健康福祉計画の策定 

 

・第5期高齢者健康福祉計画

に基づく事業の実施 

   

105 

生活支援サービス、ケア付き賃

貸住宅を整備 

健康福祉部 

建 設 部 

○サービス付き高齢者向け住宅登録制度の活

用 

 

・登録制度の普及・啓発 

・入居希望者への登録住宅の

案内 

    

（４）障害者福祉施策の充実 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

114 

公的施設などにおけるバリアフ

リー化を推進 

建 設 部 ○県有施設のバリアフリー化の推進 

・豊川保健所蒲郡保健分室 
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（７）ライフラインの整備、防災・防犯対策、地震対策 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

【計画等の見直し、策定】 

○第２次あいち地震対策アクションプランの

検証、見直し 

○建築減災プラン2020(仮称)の策定 

 

 

 

 

 

 

【耐震化の促進】 

○民間住宅の耐震化の促進 

・耐震診断、耐震改修の実施支援 

・民間木造住宅の耐震改修補助の拡大 

（平成23年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○県立学校の耐震化の促進 

・耐震改修工事(59棟） 

・先行設計(55棟） 

   

○一般県有施設の耐震化の促進 

・知多総合庁舎始め5棟 

 

 

  

  

  

  

129 

住まい、学校、県民利用施設等

の耐震化を促進する 

防 災 局 

農林水産部 

建 設 部 

教育委員会 

○公共構造物の耐震化の促進      

 

（平成26年度までに耐震診断を130,000戸実施）

（平成27年度までに耐震改修を20,000戸実施）

（平成27年度までに要改修建物を全棟実施）

（平成27年度までに要改修建物を全棟実施）

（平成25年6月見直し）
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Ⅸ 環境マニフェスト 

項  目 担当部局 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

○森林の整備 

・造林事業、あいち森と緑づくり事業、 

治山事業等による人工林の間伐 

・あいち森と緑づくり事業による里山林の

整備 

      235 

住みよい環境を保つため、森林、

里山の保全に努めるとともに、

まちの緑化率を高め、壁面緑化

や屋上緑化を推進します 

農林水産部 

建 設 部 

○都市緑化の取組推進 

・市街化区域等の民有樹林地の市町村有地

化及び緑地整備 

・民有地の敷地及び屋上、壁面等の緑化 

・公共施設の沿道等の街路樹の植え替え 

・県民参加の都市緑化活動実施 

・建築物環境性能総合評価システム 

（CASBEEあいち）の普及 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人工林の間伐：平成27年度まで毎年5,200haの間伐）

(里山林の整備：平成30年度までの10年間で192箇所整備)


